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○

ｽﾄｯｸｵプｼｮﾝってなあに？

Q:ストックオプションの税制上の取扱い

が改正されたと聞いたのですが、ストックオ

プションとはどういったものでしょうか。

A.:ストックオプションとは、会社が役員

や従業員に与えた自社株購入権利のことです。

【解説】

ストックオプション制度とは、将来の一定

期間（権利行使期間）内に、当初から決定さ

れている一定の価額（権利行使価額）で、一

定数の自社株式を取得することのできる権利

を、会社が役員や従業員に対して付与する制

度です。

税務では、ストックオプションを行使した

ときに経済的利益があれば給与所得として、

さらに、取得した株式を売却したときには株

式譲渡所得として課税されることになります。

ただし、新規事業法等の認定会社について

は、ストックオプション行使による経済的利

益はその時点での課税を猶予し、取得した株

式を売却した時点で権利行使時の経済的利益

とキャピタルゲインを併せて課税する措置が

認められています。

平成9年5月の商法改正により、新規事業

法等の認定会社だけでなく、一般企業もスト

ツクオプション制度を実施することができる

ようになったのに伴い、平成10年度の税制

改正では、一定の要件を満たせば、一般企業

でも課税の繰延が認められることになりまし
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